
（令和８年５月２９日改正） 

気象警報発表及び地震発生時の対応基準（保育所・幼稚園・学童保育室／【参考】町立小中学校） 

１ 気象警報発表時の対応基準 

 町立保育所・幼稚園 町立学童保育室 【参考】町立小中学校 

対
象
警
報 

・特別警報 

・暴風警報 

・特別警報 

・暴風警報 

・レベル３氾濫警報、レベル４氾濫危険警報 

・レベル３大雨警報、レベル４大雨危険警報 

・レベル３土砂災害警報、レベル４土砂災害危険警報 

・特別警報 

・暴風警報 

・レベル３氾濫警報、レベル４氾濫危険警報 

・レベル３大雨警報、レベル４大雨危険警報 

・レベル３土砂災害警報、レベル４土砂災害危険警報 

開
所(

園
・
室)

・
登
校
前 

保育所・幼稚園（就労支援型） 幼稚園（通常保育型） 【特別警報】 

●午前７時時点で発表中のとき 

⇒ 臨時休室 

 

【暴風警報、対象警報のレベル３及びレベル４の警報】 

●学校授業日：午前９時時点で発表中のとき 

●土曜日、長期休業日の平日及び学校代休日：午前８時

時点で発表中のとき 

⇒ 一時休室 

 

●正午時点で発表中のとき 

⇒ 臨時休室 

※ 学校授業日において、午前７時時点で発表中の場合

で、午前９時より前に解除されたときは、学校はある

が給食はなし 

※ 学校授業日において、午前９時から正午より前まで

に解除された場合は、午後１時から開室 

※ 土曜日、長期休業日の平日及び学校代休日において、

午前８時から正午より前までに解除された場合は、解

除時点から開室 

【特別警報】 

●午前７時時点で発表中のとき 

⇒ 臨時休業 

 

【暴風警報、対象警報のレベル３及びレベル４の警報】 

●午前７時時点で発表中のとき 

⇒ 自宅待機 

 

○午前９時より前に解除 

⇒ 登校。午前中授業（給食なし） 

 

●午前９時時点で発表中のとき 

⇒ 臨時休業 

 

【特別警報、暴風警報】 

●午前７時 30分時点で発表中のとき 

⇒ 自宅待機 

 

○午前 10時 30分より前に解除 

⇒ その時点から保育開始（給食あり） 

 

○午前 10時 30分から正午より前までに解除 

⇒ その時点から保育開始（給食なし） 

 

●正午時点で発表中のとき 

⇒ 臨時休所（園） 

【特別警報、暴風警報】 

●午前７時 30分時点で発表中のとき 

⇒ 自宅待機 

⇒ 朝のバス運行中止 

 

○午前９時より前に解除 

⇒ その時点から朝の預かり保育開始 

⇒ 登園（給食あり） 

 

●午前９時時点で発表中のとき 

⇒ 臨時休園 

開
所(

園
・
室)

・
登
校
後 

【特別警報、暴風警報】 

●警報が発表されたとき 

⇒ 臨時休所（園） 

⇒ 既に登所（園）した児童は、保護者が速やかにお迎え 

【特別警報、暴風警報、対象警報のレベル３及びレベル

４の警報】 

●警報が発表されたとき  

⇒ 臨時休室 

⇒ 既に登室した児童は、保護者が速やかにお迎え 

 

【特別警報、暴風警報、対象警報のレベル３及びレベル

４の警報】 

●警報が発表されたとき 

⇒ 臨時休業 

⇒ 児童生徒は、安全を確保した上で、速やかに下校 

 

 

 

  



２ 地震発生時の対応基準 
  

 町立保育所・幼稚園 町立学童保育室 【参考】町立小中学校 

基
準
震
度 

・震度５弱以上 

・震度４以下 
・震度５弱以上 ・震度５弱以上 

開
所(

園
・
室)

・
登
校
前 

【震度５弱以上】 

●地震が発生したとき 

⇒ 臨時休所（園） 

 

【震度４以下】 

●地震が発生したとき 

⇒ 施設の安全が確認され次第、通常どおり開所（園） 

※ 必要に応じ、コドモンアプリ等で開所（園）の予定状況を保護者に周知 

【震度５弱以上】 

●地震が発生したとき 

⇒ 臨時休室 

※ 登室中に発生したときは、安全な場所に素早く身を

寄せ、揺れが収まったら、学童保育室又は自宅のいず

れか近い方に避難 

【震度５弱以上】 

●地震が発生したとき 

⇒ 臨時休業 

※ 登校中に発生したときは、安全な場所に素早く身を

寄せ、揺れが収まったら、学校又は自宅のいずれか近

い方に避難 

 

開
所(

園
・
室)

・
登
校
後 

【震度５弱以上】 

●地震が発生したとき 

⇒ 臨時休所（園） 

⇒ 既に登所（園）した児童は、保護者が速やかにお迎え 

 

【震度４以下】 

●地震が発生したとき 

⇒ 引き続き保育を実施。ただし、施設に甚大な被害があるなど、引き続き保育を実施

することが困難であるときは、臨時休所（園） 

※ 必要に応じ、コドモンアプリ等で臨時休所（園）の予定状況を保護者に周知 

【震度５弱以上】 

●地震が発生したとき 

⇒ 臨時休室 

⇒ 既に登室した児童は、保護者が速やかにお迎え 

※ 降室中に発生したときは、安全な場所に素早く身を

寄せ、揺れが収まったら、学童保育室又は自宅のいず

れか近い方に避難 

【震度５弱以上】 

●地震が発生したとき 

⇒ 臨時休業 

⇒ 児童生徒の安全を確保し、学校と保護者間で確認

したルールに基づき対応 

小学校…保護者への引き渡しにより下校 

中学校…一斉下校により下校 

※ 下校中に発生したときは、安全な場所に素早く身を

寄せ、揺れが収まったら、学校又は自宅のいずれか近

い方に避難 

 


